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の
場
所
へ
駐
車
し
て
く
だ
さ
い

詫間
庁舎

マリン
ウェーブ

民俗資料館
至JR詫間駅

駐車場案内図
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Ｐ

Ｐ
Ｐ

Ｐ

シーマックスは
駐車できません

▲

問い合わせ　危機管理課　☎73－3119

お知らせお知らせ

▲

問い合わせ　　　税務課　☎73－3006　　　　
軽自動車検査協会 香川主管事務所　☎050－3816－3122
四国運輸局 香川運輸支局　☎050－5540－2075

▲

問い合わせ　生涯学習課　☎73－3135

日
時　

１
月
８
日
（
日
）

　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
40
分

場
所　

上
高
瀬
小
学
校
運
動
場

　
　
　

雨
天
時
は
、
緑
ヶ
丘
総
合
運
動

　
　
　

公
園
総
合
体
育
館

内
容　

　

表
彰
や
消
防
操
法
を

行
っ
た
後
、
会
場
南
側

の
た
め
池
で
消
防
車
と

北
消
防
署
は
し
ご
車
に

よ
る
一
斉
放
水
が
あ
り

ま
す
。
勇
壮
な
消
防
団

員
の
初
姿
を
、
ぜ
ひ
ご

観
覧
く
だ
さ
い
。

※
雨
天
時
は
消
防
操
法
、
一
斉
放
水
な

　

ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
時　

１
月
８
日
（
日
）

　
　
　

受
付　

午
後
１
時
30
分
〜

　
　
　

開
式　

午
後
２
時

場
所　

マ
リ
ン
ウ
ェ
ー
ブ

注
意
事
項

　

式
典
会
場
に
保

護
者
は
入
場
で
き

ま
せ
ん
。

　

式
典
終
了
後
、

町
単
位
で
記
念
撮

影
を
行
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
駐
車

場
が
混
雑
し
ま
す
。

で
き
る
だ
け
乗
り

合
わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

償却資産申告のお知らせ

日
時

場
所

内
容

日
時

場
所

注
意
事
項

▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006

地域の企業と連携して、高齢者の見守りを
　一人暮らしの高齢者や地域の見守り活動に関する協
定を四国新聞販売店会「四国会」、香川ヤクルト販売
株式会社と締結しました。２社と連携しながら高齢者
の安否確認などを通して、安心して暮らせる地域づくり
を進めていきます。

　三豊市勤労者協議会１１人の皆さんによるカーブミラ
ー清掃が行われ、３０１枚が磨き上げられました。この
活動は、霜や汚れなどで見えにくくなる冬場を前に毎年
実施され、きれいになったカーブミラーが、交通事故防
止に役立っています。

カーブミラーをピカピカに

くらし

　

軽
自
動
車
税
は
、
原
動
機
付
自
転
車
、

軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
（
農
耕

用
含
む
）、
２
輪
の
小
型
自
動
車
を
所

有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
対
し
て
所

有
者
に
課
税
さ
れ
、
納
税
義
務
が
生
じ

ま
す
。

　
原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特
殊
自

動
車
を
所
有
す
る
人

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
は
、
課
税
対
象

で
あ
る
こ
と
を
示
す
課
税
標
識
を
兼
ね

ま
す
。
公
道
を
走
行
し
な
く
て
も
、
車

両
へ
の
附
着
義
務
が
あ
り
、
標
識
の
返

納
（
廃
車
）
は
、「
廃
棄
」「
譲
渡
」

「
転
出
」「
盗
難
・
紛
失
」の
場
合
に

限
り
、
受
け
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
付
い
て
い
な

い
原
付
・
小
型
特
殊
車
な
ど
を
持
っ
て

い
る
人
は
、
必
ず
、
税
務
課
ま
た
は
各

支
所
で
標
識
交
付
申
請
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
標
識
が
な
い
ま
ま
車
両
を

所
有
し
て
い
る
期
間
は
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

乗
用
の
田
植
機
、
コ
ン
バ
イ
ン
お
よ

び
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
（
農
耕
用
小
型
特

殊
自
動
車
）
も
、
使
用
の
有
無
や
、
道

路
を
走
行
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、

市
へ
登
録
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
三
輪
・
四
輪
・
軽
二
輪
お
よ
び

小
型
二
輪
を
所
有
す
る
人

　

一
時
使
用
中
止
（
一
時
抹
消
登
録
）

の
制
度
が
あ
り
、
所
定
の
手
続
き
を
行

う
こ
と
で
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
返
納

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、

軽
自
動
車
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

原付や小型特殊自動車に
ナンバープレートは付いていますか？

平成29年 三豊市消防団出初式平成29年 三豊市成人式

1212／４　豊中町内豊中町内

1212／１　三豊市役所三豊市役所

くらし

償却資産申告書の提出期限は１月３１日（火）です
※期限間近は混雑しますので、早めにご提出ください。

　償却資産の申告は、事業（太陽光パネルによる売電含む）を行っている人（個人・法人）が対象で
す。土地および家屋以外の事業に使用することができる資産で、その減価償却額が所得税法または法
人税法の規定による所得の計算上、必要な経費または損金に算入されるものについては償却資産（三
豊市内に存在するもの）の申告が必要です。
　昨年申告した人には、12月上旬に申告書を送付しています。まだ、届いていない人や、新しく事業
を始めた人には申告書を送付しますので、税務課にご連絡ください。

煙突・橋・塀・門・舗装路面・広告宣伝塔・水槽・打込井戸・岸壁さん橋・ドック
軌条・その他土地に定着する土木設備など

　造作設備および建物附属設備などは、固定資産税において通常は家屋に含
めて評価しますが、次に掲げるものは償却資産として取り扱います。
１　建物の所有者以外の者（テナントなど）が施工した事業用造作設備およ
　　び建物附属設備など
２　建物所有者が施工した設備にあっても次に掲げるもの
　（１）生産事業の工程上必要な設備（工場における動力用電気設備、製品
　　　　の冷却用、給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備など）
　（２）建物から独立した諸設備（ネオン広告塔設備、屋上看板、スポット
　　　　ライト、外灯など）

電気・化学・土木・建設・印刷・食品・医療用等各機械・冷暖房用の附属機械・運
搬設備（コンベアーなど）ホイスト・クレーンなどの揚重機・その他物品の製造修
理などに使用する機械装置など・太陽光発電設備

モーターボート・貸ヨット・貸ボート・汽船・曳船など

飛行機・ヘリコプター・グライダーなど

大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリフトなど（ナン
バープレート分類番号が「0」「00～09および000～099」「9」「90～99および
900～999」のもの）
自転車・リヤカー・荷車・構内運搬具・ロードローラー・タイヤローラ・台車など
（自動車税、軽自動車税で課税されるものを除く）

机・椅子・ロッカー・金庫・タイプライター・計算機・レジスター・放送設備・ク
ーラー・テレビ・ラジオ・ステレオ・応接セット・陳列ケース・ネオン管などその
他・業務用の備品什器類・測定工具・取付工具・切削工具・鍛圧工具・雑工具など

資　　産　　具　　体　　例種　類

第１種

構　築　物

第４種
航　空　機

第３種
船　　舶

第６種
工具、器具
および備品

第５種
車両および
運　搬　具

第２種
機械および
装　置

建　

物　

附　

属　

設　

備


